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2／社会保険あきた／３年10･11月 社会保険あきた／３年10･11月／3

日本年金機構からのお知らせ

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます
が、控除の対象となるのは、令和３年中（令和３年１月１日から令和３年12月31日）に納められた保険料
の全額です（令和３年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の
対象となります）。
　本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の
際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対
象者宛てに送付されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用し
てください。

　なお、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身
の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。

　国民年金制度は、税法上とても有利なだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一の時に
も心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう！

発送時期

令和３年11月上旬
令和３年１月１日から令和３年９月30日までの間に
国民年金保険料を納付された方

令和３年10月１日から令和３年12月31日までの間に
国民年金保険料を納付された方

令和３年１月１日から令和３年９月30日までの間に
国民年金保険料を納付された方は除きます。

令和４年２月上旬

対象者

ねんきん加入者ダイヤル
電話番号（ナビダイヤル0570－003－004）

050から始まる電話の場合は、（東京）03－6630－2525

法律改正により

対象となる企業

現 在

従業員数501人以上
の企業

従業員数は以下の

※従業員には、パート・アルバイトを含みます。

フルタイムの
従業員数

新たな加入対象者 社会保険に加入するメリット

週労働時間がフルタイムの
3/4以上の従業員数

Ａ+Ｂの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」

2022年10月～

従業員数101人以上
の企業

2024年10月～

従業員数51人以上
の企業

パート・アルバイトの
社会保険の加入条件が変わります。

従業員数５００人以下の
事業主のみなさまへ

Ａ

+

Ｂ

新たな加入対象者は、以下の全てに
チェックが入ったパート・アルバイト
の方です。

パート・アルバイトの方が社会保険（厚生年金・健康保険）に
加入することにより、社会保険料のご負担が変わりま
すが、パート・アルバイトの方の保障が充実します。

週の所定労働時間が２０時間以上

月額賃金が８.８万円以上

２ヶ月を超える雇用の見込みがある

学生ではない

年　金 老後・障害・死亡の保障が

あんしんの医療保険がもっと充実！

１階（基礎年金部分）に加えて２階（報酬比例部分）の上乗せ。
より軽い障害にも保障範囲が広がります。

傷病手当金
出産手当金

病休期間中、給与の２/３相当を支給
産休期間中、給与の２/３相当を支給

さらに充実！

医療保険

専門家活用支援事業
ご案内

適用拡大に関するノウハウ豊かな社会保険労務士を無料で派遣

します。適用拡大への対応方針の検討、従業員への説明のサポート、

手続きに関するアドバイスなど気軽にご相談いただけます。

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書に
関するお問い合わせは

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書に
関するお問い合わせは
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4／社会保険あきた／３年10･11月

日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／３年10･11月／5

ねん ん月間きねん ん月間き
年 金 保 険 料 、 納 め て い ま す か ？
こ の 機 会 に 年 金 加 入 状 況 の 確 認 を ！

日本年金機構は厚生労働省と協力して11月を「ねんきん月間」と
位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を行います。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

秋田県社会保険協会からのお知らせ

「講習会」参加申込書

主　催　　一般財団法人 秋田県社会保険協会
【共催】　日本年金機構（県内各年金事務所）

・年金給付の基礎知識　― 老齢年金・障害年金・遺族年金 ―
・「労災保険の基礎知識」と「退職間近な方のための雇用保険」
・手軽な健康ストレッチ

無料（テキストは主催者が当日配布します）　

年金事務所職員・社会保険労務士・健康運動指導士

下記の参加申込書にご記入のうえ、郵送またはFAXによりお申し込みください。

【年金給付と雇用保険及び労災保険の基礎知識】

主 な 内 容

参 加 費 用

申 込 方 法

講 師

参加無料

秋田県内で社会保険の適用を受けている事業所の職員や社会保険事務を担当されている方を主な対象とし
て、次により「社会保険事務講習会」を開催します。なお、講習会開催にあたり、新型コロナウイルス感
染症に対する予防対策を講じます。ご参加される皆様におかれましては、必ずマスクの着用をお願いする
とともに、手指の消毒、ソーシャルディスタンスの確保等多々ご不便をおかけいたしますが、ご協力くだ
さいますようお願い申し上げます。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

申込み・
問い合わせ先

〒010-0001 秋田市中通６－７－９
電話  018-831-6205 FAX  018-832-3681秋田県社会保険協会

※社内で回覧してください

開　催　日　時 会　　　　　　　場 定　員

※駐車場が混み合う場合がございます

日程・会場・定員

社会保険事務講習会の開催社会保険事務講習会の開催

「ねんきん月間」では、公的年金制度の趣旨や仕組みを分かりやすく伝えるさま
ざまな取組を行っています。この機会に、公的年金について考えてみませんか?

主 な 取 組 内 容

(※) 「年金委員」とは

ご存知ですか？
国民年金保険料を納めないまま放置すると・・・

国民年金保険料を納めるのが難しい場合は・・・

ねんきんクマ

木
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

全国健康保険協会 秋田支部
協会けんぽ
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8／社会保険あきた／３年10･11月 社会保険あきた／３年10･11月／9

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

在職中の扶養親族等申告書の提出について

Ｑ 　現在64歳で在職中ですが、特別支給の老齢厚生年金も
受給しています。勤務している会社に令和４年分の扶養
控除等申告書を提出する予定ですが、日本年金機構から
送付された年金に係る扶養親族等申告書を提出する必要
はありますか。

Ａ

「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」

　　　　国民年金、厚生年金保険及び共済厚生年金保険
　　　の老齢年金、共済組合の退職年金は、所得税法
上、「雑所得」として課税の対象となります。
　日本年金機構では、65歳未満で年金額が108万円以
上、65歳以上で年金額が158万円以上の受給者の方か
らその者の受ける年金の支給額から源泉徴収しなければ
なりません。そのため、受給者の皆様へ扶養親族等申告
書を送付しております。

　あなたの場合、ご勤務されている会社と日本年金機構
のどちらの「申告書」にも扶養親族等を記載して提出さ
れた場合、給与と年金のそれぞれから人的控除（配偶者
控除など）を受けることになり、確定申告の際に所得税
を追加しなければならなくなることがあります。
　こうした追加納付を避けたい方は、日本年金機構に申
告書を提出いただく必要はございません。(この場合に
は、日本年金機構からの年金については、人的控除はな
いものとして源泉徴収税額は多く算出されます。)

　年金以外の所得がある方は、確定申告が義務付けられ
ています。
　日本年金機構からは、老齢年金の受給者全員に対し
て、毎年、その年の支払額、源泉徴収額、扶養親族等の
内訳を記載した「源泉徴収票」を作成し、翌年の1月31
日までに交付することとしています。確定申告の手続き
をとる際には、この源泉徴収票を税務署に提出すること
となります。
　なお、確定申告が必要かどうかについて詳しくは、お
近くの税務署にお問い合わせください。

〈源泉徴収票の再発行〉
　国民年金、厚生年金保険の老齢年金を受給している
にも関わらず、2月になっても源泉徴収票が届かない場
合は、再発行いたしますので、「ねんきんダイヤル」
（0570-05-1165）にお電話いただくか、お近くの
年金事務所にお申出ください。
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なりません。そのため、受給者の皆様へ扶養親族等申告
書を送付しております。

　あなたの場合、ご勤務されている会社と日本年金機構
のどちらの「申告書」にも扶養親族等を記載して提出さ
れた場合、給与と年金のそれぞれから人的控除（配偶者
控除など）を受けることになり、確定申告の際に所得税
を追加しなければならなくなることがあります。
　こうした追加納付を避けたい方は、日本年金機構に申
告書を提出いただく必要はございません。(この場合に
は、日本年金機構からの年金については、人的控除はな
いものとして源泉徴収税額は多く算出されます。)

　年金以外の所得がある方は、確定申告が義務付けられ
ています。
　日本年金機構からは、老齢年金の受給者全員に対し
て、毎年、その年の支払額、源泉徴収額、扶養親族等の
内訳を記載した「源泉徴収票」を作成し、翌年の1月31
日までに交付することとしています。確定申告の手続き
をとる際には、この源泉徴収票を税務署に提出すること
となります。
　なお、確定申告が必要かどうかについて詳しくは、お
近くの税務署にお問い合わせください。

〈源泉徴収票の再発行〉
　国民年金、厚生年金保険の老齢年金を受給している
にも関わらず、2月になっても源泉徴収票が届かない場
合は、再発行いたしますので、「ねんきんダイヤル」
（0570-05-1165）にお電話いただくか、お近くの
年金事務所にお申出ください。
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第197回　「秋うつ」について
 暑かった夏も終わり、過ごしやすくなるとともに日が短くなりだす季節になりました。なんとなくうつ
うつとして気分が晴れない、落ち込むような感覚になったり熟睡できなかったりすることはありません
か。それは「秋うつ」かもしれません。今回は症状や予防する方法についてお伝えします。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合せ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問合せ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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